
             事  務  連  絡 

                            令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 

 

各 施 術 所  様 

 

滋賀県国民健康保険団体連合会 

 

 

令和８年度 増減点返戻通知書等の発送日について 

  

 平素は、柔道整復療養費等の請求事務に関しまして、格別のご理解とご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。 

  さて、標記の件につきまして下記のとおりといたしますので、ご理解とご協力の程よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

施術年月 請求月 増減返戻通知等発送日 

令和８年３月分  令和８年４月  令和８年 ５月 ７日 （木）   

４月分  ５月  ６月 ４日 （木）   

５月分  ６月  ７月 ３日 （金）   

６月分  ７月  ８月 ４日 （火）   

７月分  ８月  ９月 ４日 （金）   

８月分  ９月  １０月 ５日 （月）   

９月分  １０月  １１月 ４日 （水）   

１０月分  １１月  １２月 ４日 （金）   

１１月分  １２月  令和９年 １月 ４日 （月）   

１２月分  令和９年１月  ２月 ４日 （木）   

令和９年１月分  ２月  ３月 ４日 （木）   

２月分  ３月  ４月 ５日 （月）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 担 当 】 
請求支払課 療養費係 
TEL：077-526-7139（直通） 

FAX：077-522-4392 


